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特集　現代日本の社会福祉労働－その現状と課題

結びに代えて－社会福祉労働の課題と展望

　本論では、社会福祉労働に関連する諸領域のなかから、ホームヘルプサービスに限定した在宅福

祉サービスの問題を検討してきた。したがって、ここでは現在の社会福祉労働に従事する人々のお

かれている状況の断片を記述しえたにすぎない。しかしながら、ここで示された民間委託化を中心と

する動向は、社会福祉労働のあらゆる領域で進行しつつあることが指摘される。

　こうした状況に対して、(1)社会福祉サービスの質の維持、(2)地域性への配慮、などの必要性を指

摘しておきたい。

　まず、社会福祉サービスの質についてであるが、これまで社会福祉サービスはもっぱら行政機関

によって提供されてきた。その理由のひとつは、利用者にとってこれ以外の選択肢を実際に望みえ

なかったということであるが、行政機関によるサービス提供が、一定の質を維持していたことも大き

いであろう。一方、民間事業者によるサービス提供は、柔軟性がある反面、質の確保に問題がある

場合もあり得る。したがって、サービス供給主体の多元化が機能するためには、各供給主体のサー

ビスの質が一定水準を越えていることが前提となる。この意味で、各供給主体の効率化や競争を阻

害しない程度の、サービスの質を確保するための社会的な規制が必要であろう。成年後見問題とし

て、地域社会で自立し、主体的に生活するうえで自己決定を導き出す行政的援助のあり方や、本人

の意思が確認できなくても最善の利益を実現するための法的代行措置などが、議論されているのを

みるまでもなく、その際には社会福祉サービスの利用者のおかれている状況から判断すべきであ

り、調整主体として市場原理のみを重視することは問題である。しかし、行政関与型にみられるよう

にホームヘルプサービスの領域においてフォーマル部門である公的機関が直接的なサービス供給

から撤退し、調整機能にその機能を移動させつつある現状は、サービス供給主体、端的にいって労

働力確保手段の拡大過程であり、市場による競争や資源配分における効率性を追求する主体とし

ては、機能し得ていないといえよう。

　加えて、人口の減少傾向の持続という将来推計をふまえて、高齢社会の成熟が予想され、サービ

スの担い手などを、計画的に整備していく必要がある。また、今後、公的介護保険の開始により、さ

らなる社会福祉労働の従事者の増加が必要であり、これを可能とする条件を整備していくことも要

請されている。現に、新ゴールドプランでは、介護保険制度が導入される二〇〇〇年に、ホームヘ

ルパー一七万人の整備目標を掲げている。こうした、社会福祉サービスの領域に導入された計画化

の動きに対する評価も含めて、行政を中心とする公的機関の位置が問われていくものと考えられ

る。

　また、地域性については、社会福祉労働への雇用が、地域経済に与える影響を明らかにする作業

も必要である。介護の社会化が必要とされる状況にあることはすでに指摘したが、女性を中心に担

われている家族内扶養から家族員を解放したうえで、その就業の機会を拡大することが可能である

ならば、その就業先としてホームヘルパーあるいは社会福祉施設などへの雇用が考えられてもよい

し、同時にこうしたサービスの形成に付随する地域経済への波及効果も検討される必要があろう。
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そして、この効果が最も期待されているのは、過疎社会であることは繰り返し述べるまでもない。

　（１）実際に、社会福祉労働に従事する者を広義にとらえた場合に、まず考えられるのは、以下の

ような職員ならびに職種である（『国民の福祉の動向（九七年版）』二五六頁）。

　(1) 社会福祉施設の職員
　施設長、生活指導員、児童指導員、教護、寮母、保母、教母、職業指導員、心理判定員、
職能判定員、医師、保健婦、助産婦、看護婦、理学療法士、作業療法士、栄養士、調理員、
事務作業員等

　(2) ホームヘルパー
　心身障害児（者）ホームヘルパー、身体障害者ホームヘルパー、老人ホームヘルパー

　(3) 福祉事務所の職員
　所長、査察指導員、身体障害者福祉司、精神薄弱者福祉司、老人福祉指導主事、家庭児
童福祉主事、現業員、面接指導員、家庭相談員、嘱託医、事務職員等

　(4) 児童相談所、身体障害者更生相談所、婦人相談所及び精神薄弱者更生相談所の職員
　所長、児童福祉司、相談員、心理判定員、職能判定員、児童指導員、保母、ケースワーカ
ー、医師、保健婦、看護婦、事務職員等

　(5) 各種相談員
　身体障害者相談員、婦人相談員、精神薄弱者相談員、母子相談員

　(6) 社会福祉協議会の職員
　企画指導員（全国）、福祉活動指導員（都道府県・指定都市）、福祉活動専門員（市町村）

　こうした人的資源の充実が要請されてきたことを受けて、九二年には社会福祉事業法及び社会福

祉施設職員退職手当共済法の一部改正(「福祉人材確保法」)が行われた。その後、九三年には、社

会福祉事業に従事する者の確保をはかるための措置に関する基本的指針も告示され、社会福祉労

働に従事する者の待遇改善をはかり、人材を募るための施策が整備されつつある。本論では、この

うち、(2)のホームヘルパーを中心に検討を進めていくこととする。

　（２）インフォーマル部門といった場合に、家族機能の評価については注意が必要である。たとえ

ば、「日本型福祉社会論」あるいは「活力ある福祉社会」といった政策目標をみるまでもなく、北欧型

の高福祉・高負担を標榜する大きな政府ではなく、家族内扶養を基本として自立、相互扶助、民間

活力の活用を前提とした社会保障体系の実現が政策的に志向されてきた日本社会において、社会

福祉サービスの供給主体として家族を把握することに対しては、多くの批判がなされてきた。ニーズ

に応じた社会福祉サービスの提供といった量的な問題を、規範的な問題に論点を移したこうした議

論は、後述するように世帯規模の縮小傾向から家族内扶養が現実問題として不可能な状況が過疎

社会を中心に広がりつつあることからみても、再検討される必要があろう。

　（３）介護保険については、依然として実施体制も流動的であり、現在、各市町村で試行されたモデ

ル事業の結果によって修正が加えられる可能性もあるため、ここで断定的な評価を下すことはでき

ない。しかしながら、地域性の観点からいえば、たとえば保険給付の決定を行う認定審査会を複数

の過疎町村が広域的に実施したとしても、先に示したような過疎町村のおかれている担い手不足の

状況などから判断して、実際のサービス供給にあたっては地域差が拡大する可能性、あるいは、保

険給付対象がほぼ高齢者に限定されていることから、サービス提供主体が高齢者に対するサービ

スに重点を移し、若年障害者などへのサービスとの不均衡が生じるのではないか、といった指摘も

なされている。いずれにせよ、今後の動向には注意が必要である。

　（４）公的なホームヘルプサービスには、利用対象別に次のようなサービスが設定されているが、



実施件数の多いのは「老人ホームヘルパー」である(第15表)。

第１５表　ホームヘルプサービス事業一覧

事　業　名 根　　 拠

実
施
主
体

派　遣　目　的

老人ホーム
ヘルパー

老人福祉法第10
条の4第1項第1
号

市
町
村

　身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障の
ある、おおむね65歳以上の者について日常生活上の世話を行
う。

身体障害者
ホームヘル
パー

身体障害者福祉
法第18条第1項
第1号

市
町
村

　日常生活を営むのに支障がある身体障害者の家庭等に対し適
切な家事、介護等の日常生活の世話及び外出時の付き添いを行
う。

心身障害児
ホームヘル
パー

児童福祉法第21
条の10第1項

市
町
村

　重度の身心障害のため独立して日常生活を営むのに著しく支
障のある者のいる家庭に対し適切な家事、介護等の日常生活の
世話を行う。

精神薄弱者
ホームヘル
パー

精神薄弱者福祉
法第15条の3第1
項

市
町
村

　日常生活を営むのに支障がある18歳以上の精神薄弱者に対し
適切な家事、介護等の日常生活の世話を行う。

　（５）これをもって、過疎地域の在宅福祉サービスは充実しているとみなすことも可能であろうが、先

に指摘した世帯規模の状況から判断して、過疎社会では、こうしたサービスに対するニーズがより

深刻であり、むしろ切迫した状況の反映であると考えられる。また、過疎社会においてはホームヘル

パーをはじめとする担い手の確保が困難であることからも、事態は楽観を許さないものといえよう。

いずれにせよ、介護をはじめとする社会福祉サービスの担い手をいかなる方法で確保していくのか

が問われていることは疑いない。

　（６）この行政関与型組織について担い手の問題を重視した場合、流動性の高い都市社会におい

て互酬性を担保するためのメカニズムを設け、匿名性の高い不特定多数の人々を「会員制」を採用

して互酬関係の枠内に包摂し政策的に福祉活動への参加へ導くシステム(高野和良「ホームヘルプ

サービスの供給主体」九七年)と把握することも可能である。
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